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本報告書本文中に用いる用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中における記述に用いる用語の使い方は、次のとおりとする。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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１ 事故の概要 

 

１．１ 事故の概要 

発生日時：平成２９年６月２２日（木） １４時ごろ 

発生場所：北海道虻田郡留寿都村 

ルスツリゾート カントリーランド「バイキング」 

被 害 者：軽傷 １名 

概  要：バイキングの乗客が、安全バーから片手を離した際にバランスを

崩し、客席部分からプラットホームへ転落した。 

 

１．２ 調査の概要 

平成２９年６月３０日 昇降機等事故調査部会委員、国土交通省職員及び

北海道職員による現地調査を実施 

 

  その他、昇降機等事故調査部会委員によるワーキングの開催、ワーキング

委員、国土交通省職員による資料調査を実施。 

 

２ 事実情報 

 

２．１ 遊園地に関する情報 

 名  称：ルスツリゾート カントリーランド 

（以下「ルスツリゾート」という。） 

 所 在 地：北海道虻田郡留寿都村 

 所 有 者：加森観光株式会社（以下「加森観光」という。） 

 管 理 者：加森観光 

 

２．２ 遊戯施設に関する情報 

2.2.1 事故機の仕様等に関する情報 

（１）事故機の主な仕様に関する情報 

機 種 名：一般名称 海賊船、固有名称 バイキング 

所 有 者：加森観光 

設 計 者：明昌特殊産業株式会社（現サノヤス・ライド株式会社、以下 

「サノヤス・ライド」という。） 

製 造 者：サノヤス・ライド 
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施 工 者：サノヤス・ライド 

管 理 者：加森観光 

保守業者：加森観光 

最大傾斜角度：６０度（客席中央部）、７５．５７度（客席最後部） 

回転半径：１２．２４ｍ 

最高部高さ：１４．５ｍ 

運動速度：最高速度６０９．１８ｍ/分 

定  員：４０名（５名掛け×８座席） 

乗車制限：身長１１０ｃｍ未満は乗車不可 

動  力：５５ｋＷ 

身体保持装置：安全バー（５名用で油圧シリンダーによる無段階拘束） 

 （２）確認済証交付年月日：昭和５７年８月２３日 

 （３）検査済証交付年月日：昭和５８年５月２５日 

 

 2.2.2 事故機の定期検査に関する情報 

  定期検査実施者：加森観光の社員 

  直近の定期検査実施日：平成２９年５月６日（指摘事項なし） 

 

２．３ 事故発生時の状況に関する情報 

事故発生当日の状況等について、加森観光にヒアリングした結果、下記の

情報が得られた。 

  ・事故時の乗客は３名であり、運転室から見て右側最後列の席に横一列に

かたまって乗車していた。 

・被害者は運転室から見て一番奥側に乗車していた（写真４）。 

  ・被害者の話では、右手を安全バーから離した際に、体勢を崩して安全バ

ーからすり抜け、プラットホームへ転落したとのことであった（写真

５、６）。 

  ・運転開始から最高速度に達した後、約１分間自由運動させて、振り幅が

約４０度になった状態で、運転室から見て右から左に振れる最中の最下

点（プラットホーム）付近で転落した。 

  ・事故時の天候は小雨であった。 

  ・これまでに今回と同様の事故が発生したことはなかった。 
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写真１ 外観（正面） 写真２ 外観（出口） 

写真４ 被害者の乗車位置 

写真５ 転落時の状況 写真６ 転落した位置 

写真３ 運転室から見た客席部分 

運転室 

運転室 被害者の乗車位置 
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２．４ 事故機の構造に関する情報 

 2.4.1 事故機の全体構造に関する情報 

  事故機の外観及び全体図を写真１、２、３及び図１に示す。 

  ・客席は中心軸を基準とし対面式となっており、中心軸から４列ずつ計８

列となっている。 

  ・客席部分の振り幅は中心軸から左右に６０度ずつである。 

  ・運転中における客席（最後列）の最大傾斜は７５．５７度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4.2 客席部分の構造に関する情報 

  事故機の客席部分の外観を写真７、８に示す。 

  ・客席の背もたれと安全バー間の寸法は５２０ｍｍ、客席部分の側壁奥行

寸法は３２０ｍｍである（写真７）。 

  ・客席部分の側壁先端と安全バー間の寸法は２００ｍｍ、客席部分の乗降

口の幅寸法は３１０ｍｍである（写真８）。 

  ・安全バーは乗客の体を完全に固定するものではなく、基本的には乗客が

安全バーをつかんで使用するものである。 

  ・客席側面部分から体の抜け出しはないが、体が固定されていないため、

正常姿勢からバランスを崩した場合、安全バーの下側に体がすり抜け、

足が客席外部に出るおそれがある構造となっている（写真９、１０）。 

  ・客席部分からの滑り落ちを防止する滑り止め等は設置されていない。 

 

図１ 事故機全体図 

振り幅 
６０度 

右側駆動タイヤ 左側駆動タイヤ 
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 2.4.3 駆動及び制動装置に関する情報 

  事故機の駆動及び制動装置を写真１１、１２、１３、１４に示す。 

・駆動及び制動装置は、船底部の左右２箇所に設置されている（写真 

１１、１２）。 

・駆動及び制動装置は、二対の連動するタイヤが設置されており、船底部 

にあるフィンを挟み込むことで、駆動及び制動を行う（写真１３、 

１４）。 

・駆動時は油圧モーターにてタイヤを回転させ、制動時は油圧モーターを 

停止させた状態とする。 

  ・通常の運転動作フローを図２に示す。 

  ・運転開始直後は、係員による手動制御により運転を行い、その後自動運 

転に切り替わる。 

・停止動作は係員が手動制御にて行う。 

写真８ 客席部分外観（乗車した状態） 写真７ 客席部分外観 

客席の背もたれと安全バー間の寸法 520mm 

写真１０ 客席部分から体が出た状態 写真９ 客席部分から足が出た状態 

客席部分の側壁奥行寸法 
320mm 

客席部分の側壁先端と 
安全バー間の寸法 

200mm 

乗降口の幅寸法 
310mm 
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写真１１ 駆動及び制動装置（左側） 写真１２ 駆動及び制動装置（右側） 

回転 回転 

図２ 通常時の運転動作フロー 

フィン 

二対のタイヤにてフィンを挟み込み駆動及び制動を行う 

写真１３ 駆動及び制動装置 写真１４ 駆動及び制動装置 

運転開始 

手動運転 
（4 往復） 

約 30 秒 

運転切替

20 秒 
自動運転 
（3 往復） 

最高速度：10.153m/秒 
最大振角：60° 

加速終了 
 

惰性運転 
120 秒※ 

減速開始 

60 秒 
ブレーキ制動 

（手動、9 往復） 

停止 

※乗客の状況又は天候等 
により変動あり 
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 2.4.4 加速度に関する情報 

  事故機において、客席部分の最前列及び最後列の座面部に加速度センサを

設置（写真１５、１６）し、前後方向（Ｘ）、左右方向（Ｙ）、及び上下方向

（Ｚ）の加速度（０．２秒以上継続して作用する加速度）を測定した結果を

図５、６に示す。 

  ・測定は無負荷の状態で、図２に示した通常時の運転動作より惰性運転の 

み省略し実施したものである。 

  ・測定結果から下記のことが確認できた。 

   ①前後方向、左右方向の加速度に比べ、上下方向の加速度の変化が  

大きい。 

※加速度の方向は、乗客が客席に着座した状態で受ける加速度の 

方向を示しており、具体的には図３、４に示す。 

   ②最前列と最後列とでは、最後列の加速度の方が大きい。 

   ③上下方向の加速度は最大２Ｇ、最小０．３Ｇ程度であった。 

   ④前後方向の加速度は最大０．４Ｇ、最小－０．７Ｇ程度であった。 

   ⑤横方向の加速度はほとんどない状態であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後列 最前列 加速度センサ 

写真１５ 加速度センサ設置位置 写真１６ 加速度センサ 
   設置位置 

図３ 座席の加速度軸と加速度の向き 図４ 客席部分における加速度の向き 

＋X 

－X 

＋Z 

－Z 

＋X 

－X 

－Z 

＋Z 
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加速度 最前列 

【単位：s 】 

【単位：G】 
図５ 加速度測定結果（最前列） 

加速度 最後列 

重力加速度の座面押圧 
方向成分が最小 

【単位：s 】 

図６ 加速度測定結果（最後列） 

【単位：G】 

重力加速度の背もたれ押圧

方向成分が最小 

【客席部分の振れの状態】 【客席部分の振れの状態】 
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２．５ 客席部分の構造方法に関する過去及び現在の規定 

当該施設設置当時（昭和５７年）の建築基準法施行令における遊戯施設の

客席部分の構造に関する規定は、以下のとおりである。昭和５７年当時は告

示もなく、具体な仕様等が示されていなかった。 

 

 

第１３８条第２項第二号及び第三号に掲げるものについては、第３６条から第３９条まで、

第３章第５節及び第６節並びに第７章の２の規定を準用するほか、次の各号に定めるところ

によらなければならない。 

一 （略） 

二 客席部分は、堅固で、かつ、客席にいる人が落下し又は他の構造部分に触れることによ

り危害を受けるおそれのない構造とすること。 

三～八 （略） 

 

  平成１２年の建築基準法の改正で、遊戯施設における客席部分の構造につ

いて、乗客を落下させないものとすることを性能規定として求めており、具

体的には告示において身体保持装置の構造方法を以下のとおり定めている。

当該施設は別表第２（七）項に該当する。 

 

 

 第１３８条第２項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設に関する法第８８条第１項において読

み替えて準用する法第２０条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 

 一 （略） 

 二 （略） 

 三 遊戯施設の客席部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。 

  イ 走行又は回転時の衝撃及び非常止め装置の作動時の衝撃が加えられた場合に、客席に

いる人を落下させないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法【平１２建告第１

４２６号】を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。 

  ロ 客席部分は、堅固で、かつ、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を

受けるおそれのない構造であること。 

  ハ 客席部分には、定員を明示した標識を見えやすい場所に掲示すること。 

 

 以下（略） 

 

 

 

建築基準法施行令第１４４条 遊戯施設 

建築基準法施行令第１４４条 遊戯施設 
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  建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１４４条第三号イの規定に基づき、遊

戯施設の客席部分の構造方法を次のように定める。 

 第１ （略） 

  一 （略） 

  二 別表第１（二）項及び（三）項並びに別表第２（五）項から（七）項までに掲げる遊

戯施設で次のイからハまでのいずれかに該当するものにあっては、客席部分にいる人

の体を確実に客席部分に固定する設備をもうけること。 

   イ 客席部分が４５度以上傾斜するもの（事故等で停止した場合に客席部分の人が客席

から落下することなく速やかに客席部分が水平に戻るもの又は客席部分を壁又は囲

いで囲う等客席部分の人の客席部分の外への落下を防止する措置を講じたものを除

く。） 

   ロ 客席部分に床がないもの 

   ハ 遊戯施設の走行又は回転により客席部分の人が客席部分に座面に対し垂直方向に及

ぼす力が零となるもの 

三 別表第１（二）項及び（三）項並びに別表第２（五）項から（七）項までに掲げる遊

戯施設で前号に掲げるもの以外のものにあっては、シートベルト等及び手すり等を設

けること。 

四～六 （略） 

 

また近年の事故の状況や、多様な遊戯施設が開発されていることも踏ま

え、乗客に作用する加速度に応じた身体保持装置の基準に改めることとして

おり（平成２９年３月２９日公布、平成３０年４月１日施行）、図７、８に示

す加速度領域一から三について身体保持装置の種類を定めている（加速度領

域四及び五については、告示では定めておらず大臣認定が必要となる。）。 

2.4.4 に示したように、事故機において今回測定した加速度は、図７の加

速度領域において「加速度領域二」に該当しており、身体保持装置の構造方

法については、以下のとおり定めている。 

 

 

 

  建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１４４条第一項第三号イの規定に基づ

き、遊戯施設の客席部分の構造方法を定める件（平成１２年建設省告示第１４２６号）の全

部を改正する告示を次のように定める。 

 １ （略） 

２ 次の各号に掲げる客席部分に生ずる前後方向及び上下方向の加速度の区分に応じ、それ

平成１２年建設省告示第１４２６号 遊戯施設の客席部分の構造方法を定める件 

平成２９年国土交通省告示第２４７号  
遊戯施設の客席部分の構造方法を定める件の全部を改正する件 
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ぞれ当該各号に定める身体保持装置（シートベルトその他の客席部分にいる人が客席部

分から落下することを防止する装置をいう。以下同じ。）を設けなければならない。 

  一 別図に定める加速度領域一及び加速度領域二の範囲内にある加速度 

    次に定める基準に適合するものであること。 

イ 解除し、又は緩めるために、乗客、運転者又は運転補助者による意図的な操作を必

要とする構造であること。 

   ロ 運転者又は運転補助者による装着確認を容易に行うことができる構造であること。 

ハ 座席に背もたれを設け、かつ、装着している間に乗客が容易にくぐり抜けることが

できない構造であること。 

  以下（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.2
-1

-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

領域一

領域二領域三

領域三

領域四

領域四

領域五 領域五

下向きの加速
（体が浮き上がる）

上向きの加速
（体が座面に押される）

後ろ向きの加速
（体が前に飛び出す）

前向きの加速
（体が背もたれに押される）

＋Ｚ

－Ｚ

－Ｘ ＋Ｘ

停止時の状態を示す（１Ｇ）

単位：Ｇ

図７ 加速度領域図 

重力加速度の背もたれ押圧方向成分が最小 

重力加速度の座面押圧方向成分が最小 

図８ 各加速度領域における身体保持装置の構造方法 
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２．６ 運行管理に関する情報 

  本施設の管理者である加森観光が定めている運行管理規程に基づく安全運

転操作マニュアルについて、以下に示す。 

  ・利用対象は身長１１０ｃｍ以上としている（身長が満たない場合、大人

が同伴しても乗車は不可。５歳未満の場合は大人が同伴して乗車。）。 

  ・乗客が客席部分に着席後、係員が運転席から安全バーをロックする。 

  ・安全バーにロックがかかっているかは、係員が触手にて確認する。 

  ・運転開始直後は、係員による手動運転を行う。 

  ・自動運転に切り替わり後も、乗客から目を離さず、乗客の動き・顔色等

の様子を確認する。 

 

２．７ 維持管理に関する情報 

  事故直近の定期検査においては下記のとおり実施しており、特段の異常は

見られなかった。事故後の点検においても、機器に異常は見られなかった。 

   定 期 検 査：年１回実施。直近の検査は平成２９年５月６日に実施し、 

指摘事項なし。 

   始業前点検：客席部分については、運行開始前に座席、身体保持装置等

の異常の有無を確認しており、問題なし。 

 

２．８ 事故機の同型機に関する情報 

事故機を製造したサノヤス・ライドによると、事故機と同型の海賊船は、

ルスツリゾートの他に１９施設の遊園地に設置されているとのことである。 

 

３ 分析 

 

３．１ 客席部分の構造に関する分析 

  2.4.2 に示したように、事故機は安全バーをロックした状態で安全バーが

乗客の体に密着しない構造であり、乗客が安全バーに両手でつかまり、その

正常姿勢を維持しながら乗車するものであることが認められる。 

  座席部分については滑り止め等がなく、乗客がバランスを崩し、正常姿勢

を維持できなくなった場合に、乗客が座席部分から滑り落ちることを防止す

るような構造となっていなかったことが認められる。 

また、客席部分への乗降口が床面の真横に設置されていること、乗降口に

は扉等が設けられていなかったことから、乗客が客席部分から転落すること

を防止するような構造となっていなかったことが認められる。 
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３．２ 加速度に関する分析 

  事故機は客席部分が振り子のような揺動運動を繰り返し行うものであり、

2.4.4 に示したように、横方向の加速度はほとんどない状態であるが、後ろ

方向（体が前のめりになる方向）及び下方向（体が浮き上がる方向）の加速

度が大きいことが認められる。加速度と客席部分の振れの関係は図６に示す

とおり、客席部分の振り幅が最大となった際に重力加速度の座面押圧方向成

分が最小となり、その状態で乗客が安全バーから片手を離した場合、バラン

スを崩しやすくなることが考えられる。 

 

４ 原因 

 

 本事故は、被害者が安全バーから片手を離した際にバランスを崩し、安全バ

ーの下側から体がすり抜け、座席部分から床面に滑り落ちた後、客席部分の乗

降口からプラットホームに転落したものである。 

 被害者が安全バーをすり抜け、座席部分から床面に滑り落ちたのは、乗客が

バランスを崩し、正常姿勢を維持できなくなった場合において、乗客が座席部

分から滑り落ちることを防止する構造となっていなかったためと考えられる。 

 被害者がプラットホームに転落したのは、座席部分から滑り落ちることを防

止する構造となっていないにも関わらず、床面の真横に乗降口があり、その箇

所には扉等も設置されておらず、客席外部への転落を防止する構造となってい

なかったためと考えられる。 
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５ 再発防止策 

 

５．１ 事故機における対応 

 客席部分の構造を下記のとおり変更した。 

（１）運転室から見て奥側の乗降口には、客席床面から高さ５５０ｍｍとな

る柵を設置し乗降禁止とし、体が客席部分より外に出ないようにした

（写真１７）。 

（２）運転室から見て手前側の乗降口には、客席床面から高さ２００ｍｍと

なるステップ及びチェーンを設置し、乗客がバランスを崩した場合で

も、体が客席部分より外に出ないようにした（写真１８）。 

（３）上記（２）にて追加したステップにより、客席部分への乗り込み時に

おける乗客のつまずきを防止するため、プラットホーム側に高さ２２

５ｍｍ×幅４００ｍｍの台座を設置した（写真１９、２０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１７ 乗降口（奥側）の対策 写真１８ 乗降口（手前側）の対策 

写真１９ プラットホームへの対策 写真２０ プラットホームへの対策 

550mm 

200mm 

225mm 

チェーン 柵 

ステップ 

400mm 

台座 
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（４）上記（１）及び（２）の追加により、客席部分の質量が増加するた

め、現在の定員４０名（５名／座席１列）から定員３２名（４名／座

席１列）に制限することとした（写真２１）。 

（５）座席部分に滑り止めシールを設置した（写真２２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．２ 事故機と同型機及び類似施設における対応 

２．８に示したように、事故機の製造者であるサノヤス・ライドが製造し

た同型機となる海賊船はルスツリゾートの他に１９施設の遊園地に設置され

ており、その同型機については、５．１に示すような対応を参考に対策等を

実施するよう特定行政庁を通じて所有者に対し指導した。 

また国土交通省が全国の特定行政庁に対し、事故機と類似する施設（身体

保持装置を容易にくぐり抜けられるにも関わらず、客席外部への転落を防止

する措置がされていない構造のもの）を照会したところ、該当する施設が９

施設あり、その類似機については、特定行政庁を通じて所有者に対し改善計

画の提出を求めるよう指導した。 

 

 

 

 

写真２２ 座席部分への滑り止め設置 写真２１ 乗車定員の変更 

滑り止め 
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６ 意見 

 

 国土交通省は、平成２９年国土交通省告示第２４７号の新告示において、身

体保持装置については、本件事故のようにバランスを崩した乗客がくぐり抜け

ることができない構造であることを求めていることを特定行政庁及び指定確認

検査機関に改めて周知徹底すること。 


